
新居浜市水道料金収納等包括業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この新居浜市水道料金収納等包括業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領（以下「本

要領」という。）は、新居浜市上下水道局（以下「当局」という。）が水道料金収納等包括業

務（以下「本業務」という。）の委託を実施するにあたり、経費の削減及びお客様サービス

の向上が一層図れる提案により業務遂行能力に優れた者を本プロポーザルによって選定し、

契約するために必要な手続を定めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名   

新居浜市水道料金収納等包括業務委託 

（２）業務の内容 

①料金関連業務 

②料金システム業務 

③下水道関連業務 

④倉庫物品関連業務 

⑤宿日直業務 

⑥業務内容の改善提案業務 

（３）業務水準 

 別紙「新居浜市水道料金収納等包括業務委託要求水準書」のとおり 

（４）履行期間等 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   なお、契約締結の日から令和８年３月３１日までを委託業務の準備期間とし、準備期

間に係る経費等は、受託事業者の負担とする。 

（５）提案価格の上限 

   この業務に係る提案価格の上限は７６８，０００，０００円（消費税及び地方消費税

を含む。）とする。業務委託料の積算にあっては、その上限の範囲内とすることに留意

すること。 

 

３ 担当部局 

住   所：〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号 

新居浜市上下水道局企画経営課業務係 

電   話：０８９７－６５－１３３０ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８９７－６５－１３３５ 

電子メール：keiei@city.niihama.lg.jp 

 



４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次の全ての要件

を満たしていること。 

（１）新居浜市における令和５年・令和６年度の入札（見積）参加資格登録業者であること 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）参加表明書提出時点で、新居浜市建設工事指名停止措置要綱（平成２年制定）及び新

居浜市物品売買等指名停止措置要綱（平成１９年制定）の規定に基づく、指名停止措置

を受けている期間でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされてい

る者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手

続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）情報セキュリティマネジメント関連等の認証を取得している者。 

（６）過去３年以内で給水人口１０万人以上の水道事業体において、２年以上の期間にわた

り本業務に類似する業務実績を有すること。 

（７）共同企業体で参加する場合は、次の全ての要件を満たしていること。 

①共同企業体のすべての構成員が（１）から（５）までの要件を満たすこと。 

②共同企業体の構成員のいずれかが、（６）、（７）の要件を満たすこと。 

③共同企業体の構成員は、本業務に関して当該共同企業体が負担する債務の履行に関し、

連帯して責任を負うこと。 

④共同企業体の構成員は、単独及び他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参

加しないこと。 

 

５ 参加表明手続 

（１）参加表明書の提出 

参加希望者は、次のとおり参加表明書及び添付資料を提出すること。 

①提出書類   

  ア 参加表明書（様式１） 

  イ 事業者概要（様式２、別紙添付可） 

  ウ 関連受託業務実績（様式３） 

エ 財務状況関係書類（任意様式） 

オ 労働条件関係書類（任意様式） 

カ 共同企業体協定書（任意様式）（共同企業体の場合のみ。） 

②提出期限 令和７年１月２１日 １７時１５分 

③提 出 先 ３に同じ 

④提出方法 持参又は郵送による。郵送の場合は期限までに必着のこと。 

⑤提出書類作成時の留意事項 



ア 事業者概要（様式２）には、情報セキュリティマネジメント関連等の認証を取得し

ていることが証明できる書類（写し）を添付 

イ 関連受託業務実績（様式３）には、受託実績が確認できる資料（契約書等）の写し

を添付 

ウ 財務状況関係書類には、直近２年分の貸借対照表及び損益計算書を添付 

エ 労働条件関係書類には、就業規則及び労働基準法第３６条第１項に基づく協定の

写しを添付 

（２）参加資格の確認等 

参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

当局は、４に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和７年１月２７日までに、

次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。 

  ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の提

出を要請する旨 

  イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由 

 

６ 企画提案書作成上の留意点 

企画提案書の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、次に定めるところ

に留意して企画提案書を作成し、提出するものとする。 

（１）提案内容 

①会社概要 

経営理念、法令遵守の考え方及び取組状況について説明すること。 

②業務体制及び執行計画に関する企画及び提案 

業務体制、業務執行計画、研修体制、地域貢献について説明すること。 

③業務実施及びサービス向上に関する企画及び提案 

料金関連業務、料金システム業務、下水道関連業務、倉庫物品関連業務、宿日直業務、

業務内容の改善提案業務について説明すること。 

④リスク管理に関する企画及び提案 

個人情報保護、危機管理について説明すること。 

（２）企画提案書及び添付書類 

企画提案書は、次の書類を添付して提出すること。 

①企画提案内容（実施方針・実施内容・実施手法・実施手順等）がわかる書類 

②提案価格見積書（様式４）、見積金額内訳書（任意様式） 

（３）記入及び作成上の注意事項 

①提案は、１者１提案とする。 

②原則としてＡ４判縦置き、横書き、左綴りで、両面印刷の書類とする。また、図表等は、

必要に応じてＡ３判の片面印刷でも可とするが、Ａ４判への折り込みとする。 

③表紙と目次を除いた各ページにはページ番号を付すこと。 



④書類は、ファイル等（Ａ４縦、左２点綴じ）に綴じること。 

⑤提案価格は、提案価格見積書（様式４）を使用し、見積金額内訳書（任意様式）を添付

すること。 

ア 消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

イ 提案価格見積書は、費用の総額を記載すること。 

ウ 提案価格見積書と見積金額内訳書は、同じ封筒（長形３号）に入れて封印し、封筒

の表書きに業務名と会社名を明記すること。 

（４）提出方法等 

①提出期限 令和７年２月６日 １７時１５分 

②提出場所 ３に同じ 

③提出方法 持参又は郵送による。郵送の場合は期限までに必着のこと。 

④提出書類  

ア 企画提案書 紙媒体１０部（正本１部、副本９部） 

及び電子媒体１部 

イ 提案価格見積書（様式４）及び見積金額内訳書（任意様式）１部 

（５）企画提案書の著作権等の取扱い 

①企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。 

②当局は、本プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提

出された企画提案書の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

③当局は、企画提案者から提出された企画提案書について、新居浜市情報公開条例（平成

１９年条例第２３号）の規定による請求に基づき、第三者に公開することができるものと

する。 

ただし、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがある情報等は非公開となる場合がある。なお、本プロポーザルの受託候補

者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情報については、決定後の公開とする。 

 

７ 質問書等 

（１）参加表明書及び企画提案書の作成について、質問がある場合は、次のとおり質問書を

提出すること。なお、質問がない場合は、提出は不要である。 

①提出書類 質問書（様式５） 

②提出期限 令和７年１月２３日 １７時１５分 

③提出場所 ３に同じ 

④提出方法 電子メール又はＦＡＸにより提出すること。 

⑤質問内容 本プロポーザルの手続及び企画提案書の作成等に関する質問 

⑥回答期限 令和７年１月３０日 １７時１５分 

（２）（１）の回答は、新居浜市上下水道局ホームページ上に当該回答内容を公開するもの

とする。なお、当該質問への回答は、本要領及び要求水準書への追加または修正とみな



す。 

 

８ 失格事項 

次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成時の留意事項等の

条件に適合しない書類の提出があった場合 

（３）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

９ 参加辞退 

参加表明後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに参加辞退届（様式６）を担当

部局まで持参又は郵送により提出すること。 

 

１０ 企画提案の審査方法及び評価基準 

（１）審査委員会の設置 

企画提案書の審査、評価及び受託候補者の特定を行うため、新居浜市水道料金収納等

包括業務委託契約審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

（２）ヒアリング等の実施 

審査委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るヒアリング及

びプレゼンテーションを次のとおり行う。 

①実施方法 

ア １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は質疑も含めて計７０分とする。 

㋐企画提案書の説明 ３０分以内 

㋑ヒアリング ２０分程度 

㋒使用機器等の準備及び撤去 各１０分程度 

イ 企画提案書の追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案

や写真を用いた説明用パネル等の使用は可とする。 

ウ プレゼンテーションの説明者は、補助者を含めて５人までとする。 

エ 欠席した場合は、企画提案書の審査、評価及び受託候補者の特定から除外する。 

オ 企画提案書の説明にあたり、プロジェクター等の機器を使用しても差し支えない

が、機器等はすべて参加資格者において準備すること。 

②実施日時 

令和７年２月２０日から令和７年２月２７日までの間で予定（詳細は別途通知する。） 

（３）評価基準 

企画提案書及びヒアリング等により、次の審査項目について、別紙で示す評価基準（「新

居浜市水道料金収納等包括業務委託公募型プロポーザルによる事業者選定基準」）に基づ

き審査及び評価を行う。 



①会社概要及び受託実績 

②業務体制及び執行計画 

③業務実施及びサービス向上 

④リスク管理 

⑤見積金額 

（４）受託候補者の特定 

審査委員会において、各委員の評価点数の合計を加算し順位を付け、最も評価点数の

高い者を審査会の合議の上、受託候補者として特定する。この場合において、同点の者

が複数あるときは提案価格見積金額の安価な者とする。 

（５）審査結果の通知 

  受託候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全てに対し、次の事項を通知するも

のとする。なお、電話による結果の問合せには応じない。 

（６）審査結果の公表 

受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。 

①受託候補者 

②評価点数 

③受託候補者の特定理由 

 

１１ 契約に関する基本事項 

（１）契約の締結 

受託候補者と当該業務について速やかに水道料金収納等包括業務委託要求水準書、

企画提案書及びヒアリング等の内容に基づき契約条件等について協議の上、見積書を

徴収し随意契約の方法により契約を締結する。 

（２）次順位者との交渉 

契約交渉の相手方と協議が調わなかった場合又は契約交渉の相手方が失格事由に該

当した場合は、プロポーザルにおいて次順位以下となった者のうち、評価点が上位であ

った者から順に契約交渉を行うものとする。 

 

１２ スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。 

項目 期日 備考 

（１）公募型プロポーザルの募集（公告） 令和７年１月１６日  

（２）参加表明書等の提出期限 令和７年１月２１日  

（３）本要領に関する質問期限 令和７年１月２３日  

（４）参加資格の結果通知 令和７年１月２７日  

（５）質問に対する回答期限 令和７年１月３０日  

（６）企画提案書等の提出期限 令和７年２月 ６日  



（７）審査委員会（プレゼンテーション及び

ヒアリングの審査、最優先候補者の選定） 

令和７年２月２０日～

令和７年２月２７日 
 

（８）審査選定結果通知・公表 令和７年３月７日  

 

１３ その他 

（１）参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

（２）提出された書類は返還しない。 

（３）提出された書類は、提出者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

（４）参加希望者又は企画提案者が１者の場合においても、本プロポーザルは実施する。 


